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序

章

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
戦
後
日
本
の
労
働
社
会
は
大
変
動
期
に
入
っ
た
。
バ

ブ
ル
経
済
の
崩
壊
の
後
、
就
職
氷
河
期
、
就
職
超
氷
河
期
、
高
卒
無
業
者
、
新

卒
パ
ー
ト
、
新
卒
派
遣
な
ど
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
雇
用
状
況
は
悪
化
し
た
。

九
〇
年
代
末
に
な
る
と
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
ニ
ー
ト
、
パ
ラ
サ
イ
ト
シ
ン
グ
ル
と

い
う
若
者
の
働
き
方
に
対
し
て
批
判
的
な
意
味
合
い
を
込
め
た
言
い
方
も
生
ま

れ
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
派
遣
工
、
日
雇
い
派
遣
、
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難

民
、
若
者
ホ
ー
ム
レ
ス
、
中
高
年
フ
リ
ー
タ
ー
、
名
ば
か
り
管
理
職
、
ブ
ラ
ッ

ク
企
業
、
若
者
の
過
労
死
・
過
労
自
死
、
う
つ
、
就
活
自
殺
な
ど
、
こ
れ
ま
で

な
か
っ
た
現
象
を
と
ら
え
る
言
葉
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
若
者
の

意
識
の
問
題
で
は
な
く
、
若
者
を
中
心
に
し
た
働
く
者
た
ち
の
世
界
に
、
地
殻

変
動
と
も
い
う
べ
き
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

本
特
集
は
、
戦
後
日
本
の
労
働
社
会
の
大
変
動
を
労
働
統
計
の
デ
ー
タ
に
も

と
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
に
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
正
社
員
と

非
正
社
員
の
双
方
の
変
化
と
、
そ
の
関
連
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
る
。
特
集
は
、
正
社
員
の
雇
用
と
労
働
の
変
化
を
、
非
正
社
員
の
増
加
と

そ
の
変
化
に
関
連
さ
せ
つ
つ
、
解
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

�
「
周
辺
的
正
社
員
」
化
現
象

九
〇
年
代
以
降
、
正
社
員
と
非
正
社
員
の
あ
り
方
が
変
化
し
た
。
筆
者
は
そ

の
変
化
を
、「
周
辺
的
正
社
員
」
と
「
生
活
自
立
型
非
正
社
員
」
と
い
う
言
葉

で
形
容
し
た
（
木
下
武
男
『
格
差
社
会
に
い
ど
む
ユ
ニ
オ
ン
』
花
伝
社
、
二
〇

〇
七
年
）。
こ
の
う
ち
、「
生
活
自
立
型
非
正
社
員
」
は
後
に
「
家
計
補
助
型
」

の
対
概
念
と
し
て
用
い
る
た
め
に
「
家
計
自
立
型
非
正
社
員
」
と
表
現
を
改
め

た
。日

本
特
有
の
年
功
制
に
も
と
づ
く
日
本
型
正
社
員
は
、
大
企
業
と
中
小
零
細

企
業
と
い
う
企
業
間
の
格
差
を
含
み
な
が
ら
も
、
日
本
型
雇
用
に
も
と
づ
い
て

処
遇
さ
れ
て
い
た
。
多
く
の
若
者
は
、
正
社
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
長
期
間
の

雇
用
が
保
障
さ
れ
、
年
功
賃
金
に
よ
っ
て
毎
年
、
昇
給
し
て
い
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
日
本
型
正
社
員
も
九
〇
年
代
以
降
、
徐
々
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、「
大
手
企
業
の
企
画
・
判
断
・
開
発
・
管
理
な
ど
の
企
業
の
中

枢
的
な
業
務
を
担
う
者
な
い
し
は
期
待
さ
れ
る
者
と
い
う
中
核
的
正
社
員
と
、

若
者
を
中
心
に
し
た
一
般
事
務
・
営
業
・
販
売
な
ど
の
企
業
の
中
心
業
務
か
ら

離
れ
た
周
辺
的
正
社
員
の
二
つ
に
分
解
さ
れ
る
」（『
格
差
社
会
に
い
ど
む
ユ
ニ

オ
ン
』）
と
の
予
想
が
示
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
今
日
に
お
け
る
正
社
員
の
変
化
は
周
辺
的
正
社
員
の
形
成
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
問
題
は
周
辺
的
正
社
員
を
厳
密
に

定
義
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
定
義
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
、
定
量
的
に
析
出
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
若

者
が
低
賃
金
の
場
合
、
出
発
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
低
賃
金
で
あ
り
続
け
る
場
合

と
、
や
が
て
昇
給
し
て
い
く
場
合
と
が
あ
る
。
定
期
昇
給
制
度
と
年
間
賞
与
の

処
遇
の
う
ち
ど
ち
ら
か
一
つ
、
な
い
し
は
二
つ
と
も
受
け
ら
れ
な
い
者
を
周
辺

的
正
社
員
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
全
国
的
な
統
計
は
な
い
。

周
辺
的
正
社
員
を
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
正
社
員
の
変
化

が
「
周
辺
的
正
社
員
」
化
現
象
と
し
て
進
ん
で
い
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
る
で
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あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
周
辺
的
正
社
員
を
正
社
員
の
雇
用
と
労
働
の
変
化
を

象
徴
的
に
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
周
辺
的
正
社
員
の
特

徴
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
正
社
員
に
対
す
る
労
働
市
場
圧
力

第
一
は
、
正
社
員
の
雇
用
が
非
常
に
不
安
定
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
辺

的
正
社
員
は
、
九
〇
年
代
以
降
の
労
働
市
場
の
構
造
的
変
化
を
背
景
に
登
場
し

た
。
労
働
市
場
の
変
化
は
、
失
業
率
の
上
昇
、
正
社
員
の
減
少
、
非
正
社
員
の

増
加
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
変
化
の
な
か
で
周
辺
的
正
社
員
に
と
っ

て
重
要
な
こ
と
は
、
非
正
社
員
の
増
加
と
い
う
労
働
市
場
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
中
小
零
細
企
業
の
正
社
員
は
、
雇
用
の
安
定

が
強
固
で
は
な
か
っ
た
。
処
遇
が
低
か
っ
た
の
で
、
離
職
・
転
職
が
多
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
中
小
零
細
企
業
の
正
社
員
と
周
辺
的
正
社
員
と
の

大
き
な
違
い
は
、
非
正
規
労
働
市
場
の
圧
力
の
有
無
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
家
計
自
立
型
非
正
社
員
と
い
う
新

し
い
非
正
社
員
の
類
型
が
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
非
正
規
雇
用

は
主
婦
パ
ー
ト
や
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
が
普
通
で
、
家
計
補
助
の
た
め
に
働
い
て

い
る
と
さ
れ
て
い
た
。
シ
ン
グ
ル
・
マ
ザ
ー
や
日
雇
い
労
働
者
な
ど
非
正
規
雇

用
で
生
活
を
成
り
立
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
者
は
存
在
し
た
が
、
一
般

的
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
家
計
自
立
型
非
正
社
員
の
登
場
は
正
社
員
に
対
し
て
大
き
な
労
働
市
場

圧
力
を
生
み
だ
し
、
二
つ
の
作
用
を
伴
っ
て
正
社
員
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て

い
る
。

一
つ
は
、
家
計
自
立
型
非
正
社
員
は
正
社
員
に
対
す
る
代
替
圧
力
を
生
じ
さ

せ
る
。
家
計
自
立
型
非
正
社
員
は
、
非
正
規
雇
用
の
働
き
方
で
生
活
を
成
り
た

た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
一
日
中
働
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
フ

ル
タ
イ
ム
型
の
非
正
社
員
で
あ
る
。

フ
ル
タ
イ
ム
型
の
非
正
社
員
は
、
派
遣
社
員
や
契
約
社
員
、
請
負
労
働
者
な

ど
の
よ
う
に
正
社
員
と
同
じ
よ
う
な
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ

れ
は
正
社
員
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
の
仕
事
が
非
正
社
員
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
識
を
生
み
だ
す
で
あ
ろ
う
。
現
に
経
営
側
は
、
正
社

員
を
削
減
し
、
非
正
社
員
を
活
用
す
る
と
い
う
雇
用
政
策
を
と
っ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
は
現
実
的
な
圧
力
と
な
っ
て
い
る
。

二
つ
は
、
家
計
自
立
型
非
正
社
員
は
正
社
員
の
処
遇
を
押
し
下
げ
る
い
わ
ば

低
処
遇
圧
力
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
家
計
自
立
型
非
正
社
員
は
、
非
正
規
雇
用

と
い
う
働
き
方
で
自
分
の
生
活
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
で
は
、
こ

の
働
き
方
は
貧
困
に
直
結
す
る
。
日
本
の
年
功
賃
金
制
度
の
も
と
で
は
、
正
社

員
と
非
正
社
員
と
の
均
等
待
遇
を
実
現
す
る
基
準
で
あ
る
ジ
ョ
ブ
（
仕
事
、
職

務
）
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

年
功
型
は
、
一
人
ひ
と
り
の
年
齢
・
勤
続
・
性
差
・
能
力
と
い
う
個
人
の
属

性
に
よ
っ
て
処
遇
が
決
ま
る
。
一
方
、
ジ
ョ
ブ
型
は
、
職
種
や
職
務
と
い
う
就

い
て
い
る
仕
事
に
よ
っ
て
処
遇
が
決
ま
る
。
ジ
ョ
ブ
型
だ
と
、
そ
の
仕
事
に
就

い
て
い
る
人
が
男
性
で
あ
ろ
う
と
女
性
で
あ
ろ
う
と
、
若
者
で
あ
ろ
う
と
年
長

者
で
あ
ろ
う
と
関
係
な
く
、
同
じ
仕
事
な
ら
同
じ
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
。
そ
の

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
は
、
雇
用
形
態
の
違
い
に
も
適
用
さ
れ
る
。
し
か

も
、
Ｅ
Ｕ
は
、
加
盟
国
に
対
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
有
期
雇
用
、
派
遣
労
働

に
対
し
て
均
等
待
遇
原
則
を
適
用
す
る
よ
う
に
指
令
で
促
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
非
正
規
雇
用
で
あ
っ
て
も
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働

い
て
貧
困
に
陥
る
こ
と
は
基
本
的
に
あ
り
え
な
い
。
日
本
で
は
、
非
正
規
雇
用

の
賃
金
を
規
制
す
る
の
は
最
低
賃
金
制
度
の
最
賃
額
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
フ
ル

特集１ 変貌する正社員の雇用と労働

39



タ
イ
ム
型
非
正
社
員
の
貧
困
は
、
ど
ん
な
に
賃
金
が
低
く
て
も
正
社
員
と
し
て

働
き
た
い
と
い
う
正
社
員
の
強
い
意
志
を
生
み
だ
す
で
あ
ろ
う
。
経
営
側
か
ら

す
れ
ば
、
ど
ん
な
に
安
い
賃
金
で
も
正
社
員
と
し
て
働
き
た
い
非
正
社
員
は
た

く
さ
ん
い
る
。
処
遇
に
不
満
な
ら
辞
め
て
も
ら
っ
て
結
構
、
と
い
う
低
処
遇
圧

力
を
正
社
員
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
労
働
市
場
が

構
造
的
に
変
化
し
た
こ
と
が
、
正
社
員
の
雇
用
を
著
し
く
不
安
定
に
し
た
。
第

一
章
で
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
労
働
市
場
の
変
化
を
統
計
に
も
と
づ
い
て
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

�
正
社
員
の
低
処
遇
・
低
賃
金

周
辺
的
正
社
員
の
第
二
の
特
徴
は
、
低
処
遇
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
正
社
員
で
あ
れ
ば
、
年
功
賃
金
に
よ
っ
て
毎
年
、
賃
金
は
上
昇
し
、
年
間
の

賞
与
も
保
障
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
年
功
賃
金
に
よ
っ
て
、
正
社
員
は
将
来
の
生

活
設
計
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
周
辺
的

正
社
員
の
賃
金
は
定
期
昇
給
と
賞
与
の
片
方
が
、
あ
る
い
は
二
つ
と
も
な
い
場

合
が
あ
る
。
ま
た
、
賃
金
が
年
齢
や
勤
続
と
と
も
に
上
が
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
の
上
が
り
方
は
非
常
に
緩
や
か
で
あ
る
。

と
く
に
、
賃
金
制
度
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
基
本
給
が
店
長
な
ど
の
ポ
ス
ト

に
よ
っ
て
決
ま
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
の
ラ
ン
ク
の
ポ
ス
ト

に
就
か
な
い
か
ぎ
り
、
賃
金
は
上
昇
し
な
い
。
こ
の
賃
金
制
度
は
、
年
齢
・
勤

続
と
と
も
に
上
昇
す
る
年
功
賃
金
か
ら
、
個
人
が
上
げ
た
成
果
に
も
と
づ
い
て

処
遇
す
る
成
果
主
義
人
事
制
度
へ
の
転
換
の
な
か
で
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
職
能
資
格
制
度
の
場
合
に
は
、
資
格
制
度
は
、
職
能
等
級
の
刻

み
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
職
能
等
級
は
年
功
的
な
要
素
を
含
め
て

設
計
さ
れ
て
い
た
の
で
、
職
能
資
格
制
度
の
も
と
で
は
年
功
的
な
昇
給
が
な
さ

れ
て
い
た
。

し
か
し
、
成
果
主
義
賃
金
制
度
で
は
成
果
を
測
る
役
割
等
級
に
よ
っ
て
資
格

制
度
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
役
割
等
級
の
設
計
の
仕
方
に
よ
っ
て
成
果
主

義
賃
金
制
度
も
多
様
な
類
型
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
就
い
て
い
る
ポ
ス
ト
が

等
級
の
階
段
に
な
っ
て
い
る
、
ポ
ス
ト
給
ま
た
は
ラ
ン
ク
給
と
も
い
え
る
賃
金

制
度
で
あ
る
。

ポ
ス
ト
給
の
事
例
の
一
つ
が
「
シ
ョ
ッ
プ
９９
」
で
、
元
店
長
の
話
で
は
、
一

般
社
員
の
と
き
が
額
面
で
三
五
万
円
ぐ
ら
い
、
手
取
り
で
二
九
万
円
ぐ
ら
い

で
、
店
長
に
な
る
と
額
面
は
二
五
万
円
ぐ
ら
い
で
手
取
り
が
二
一
万
円
ぐ
ら
い

に
な
る
。
一
般
社
員
だ
と
残
業
手
当
が
つ
く
が
、
店
長
に
な
る
と
つ
か
な
く
な

り
、
年
二
回
、
一
回
一
八
万
円
程
度
の
ボ
ー
ナ
ス
が
で
る
だ
け
だ
と
い
う
。
基

本
給
は
、
正
社
員
、
店
長
は
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
ま
ま
だ
と
何
年
経
っ
て
も
昇

給
し
な
い
。
店
長
の
上
の
エ
ク
セ
レ
ン
ト
店
長
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
あ
り
、

二
店
舗
、
三
店
舗
任
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
正
社
員
、
店
長
、
エ
ク
セ
レ
ン

ト
店
長
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
ポ
ス
ト
に
い
る
か
ぎ
り
昇
給

し
な
い
（
木
下
武
男
『
若
者
の
逆
襲

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
か
ら
ユ
ニ
オ
ン

へ
』
旬
報
社
、
二
〇
一
二
年
）。

「
シ
ョ
ッ
プ
９９
」
の
元
店
長
は
過
労
に
よ
っ
て
「
う
つ
」
を
わ
ず
ら
い
、
首

都
圏
青
年
ユ
ニ
オ
ン
に
加
入
し
て
、
今
は
立
ち
直
っ
て
い
る
。
周
辺
的
正
社
員

の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
給
に
よ
る
処
遇
が
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
だ
ろ
う
。
今
後
と
も
周
辺
的
正
社
員
の
賃
金
制
度
の
あ
り
方
が
注
目
さ

れ
る
。
第
二
章
で
は
、
賃
金
制
度
に
は
ふ
れ
な
い
が
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
日

本
は
「
賃
金
下
落
の
時
代
」
に
入
っ
た
こ
と
を
、
統
計
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ

と
に
す
る
。
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�
正
社
員
の
長
時
間
で
過
酷
な
労
働

周
辺
的
正
社
員
の
第
三
の
特
徴
は
、
長
時
間
労
働
と
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
、
若
者
の
過
労
死
・
過
労

自
死
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
過
労
死
・
過
労
自
死
は
、

周
辺
的
正
社
員
の
長
時
間
労
働
の
広
が
り
の
上
の
氷
山
の
一
角
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。

長
時
間
労
働
の
一
例
を
紹
介
し
よ
う
。
〇
七
年
に
「
日
本
海
庄
や
」
の
従
業

員
が
過
労
死
し
た
事
件
で
あ
る
。
両
親
が
経
営
側
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴

し
た
時
、
三
六
協
定
の
特
別
条
項
は
、
同
業
他
社
の
モ
ン
タ
ボ
ー
は
月
一
三
五

時
間
、
ワ
タ
ミ
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
は
月
一
二
〇
時
間
で
あ
る
と
、
経
営
側
は
述

べ
た
。
そ
れ
は
、「
日
本
海
庄
や
」
の
特
別
条
項
の
月
一
〇
〇
時
間
は
短
い
と

い
う
主
張
か
ら
く
る
発
言
だ
っ
た
。

厚
生
労
働
省
が
定
め
た
「
過
労
死
ラ
イ
ン
」
の
時
間
外
労
働
は
、
月
八
〇
時

間
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
低
い
基
準
だ
が
、
け
っ
し
て
例
外
的
な
働
き
方
で
は
な

い
。
第
三
章
で
、
正
社
員
の
長
時
間
労
働
の
実
態
を
統
計
を
用
い
て
検
討
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
章

正
社
員
に
強
ま
る
労
働
市
場
圧
力

１

失
業
者
の
増
加
と
労
働
市
場
の
流
動
化

�
労
働
市
場
の
悪
化

正
社
員
の
雇
用
不
安
が
労
働
市
場
の
悪
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
一
般
的
に
言
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
失
業
者
が
増
加
し
、
離
職
者
、
転

職
者
が
労
働
市
場
に
あ
ふ
れ
て
い
れ
ば
、
正
社
員
の
雇
用
は
お
び
や
か
さ
れ

る
。
し
か
し
、
今
日
に
お
け
る
正
社
員
の
雇
用
の
不
安
定
性
は
、
正
社
員
と
失

業
者
と
の
間
に
膨
大
な
非
正
社
員
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
し
く

高
ま
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
労
働
市
場
の
悪
化
の
状

況
を
失
業
者
と
転
職
者
の
増
加
か
ら
検
討
し
、
次
い
で
非
正
社
員
の
増
加
傾
向

を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

�
失
業
者
数
と
正
社
員
数
の
動
向

巻
頭
色
刷
り
第
１
図
は
失
業
者
数
の
推
移
を
み
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
折
れ
線

グ
ラ
フ
は
非
自
発
的
離
職
と
自
発
的
離
職
の
実
数
を
示
し
た
も
の
で
、
右
縦
軸

に
そ
の
メ
モ
リ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
お
い
て
徐
々
に
失
業
者
の
数
は
増
加
し
、
九
九
年
に
飛
躍

し
、
〇
二
年
に
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
。
〇
一
年
は
「
Ｉ
Ｔ
バ
ブ
ル
の
崩

壊
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
大
企
業
で
正
社
員
の
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ
れ
た
。
大
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企
業
に
お
け
る
人
員
削
減
は
、
非
自
発
的
離
職
の
数
が
〇
二
年
に
急
増
し
、
自

発
的
離
職
を
上
ま
わ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
が
う
か
が
わ
れ

る
。
〇
二
年
に
失
業
者
は
最
高
の
三
五
九
万
人
に
の
ぼ
っ
た
。

そ
の
後
は
、
景
気
の
回
復
に
伴
っ
て
失
業
者
は
減
少
し
た
。
そ
の
減
少
傾
向

も
〇
七
年
に
は
底
を
つ
き
、
〇
八
年
九
月
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
金
融

危
機
を
契
機
に
失
業
者
増
加
の
二
つ
目
の
山
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
、
非

自
発
的
離
職
は
〇
八
年
か
ら
〇
九
年
に
か
け
て
跳
ね
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の

後
、
失
業
者
は
減
少
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
景
気
の
回
復
が
み
ら
れ
な
い
以

上
、
失
業
者
の
減
少
が
進
む
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
と
二

〇
〇
〇
年
代
を
と
お
し
て
見
る
と
、
一
時
的
な
景
気
回
復
の
五
年
間
を
除
く

と
、
失
業
者
は
九
〇
年
か
ら
急
速
に
増
加
し
、
こ
の
一
〇
年
間
ほ
ど
高
止
ま
り

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

�
正
社
員
の
増
減

巻
頭
色
刷
り
第
２
図
を
み
る
と
、
失
業
者
が
一
九
九
〇
年
か
ら
急
増
し
た
過

程
の
な
か
で
、
非
正
社
員
も
増
加
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
失
業
者
と
非
正

社
員
が
と
も
に
増
加
し
た
の
で
あ
る
。

男
性
正
社
員
は
、
九
〇
年
か
ら
九
四
年
の
二
六
三
七
万
人
ま
で
増
加
し
、
そ

の
後
、
増
加
は
九
八
年
の
二
六
三
九
万
人
ま
で
フ
ラ
ッ
ト
に
推
移
す
る
。
そ
の

後
、
景
気
の
回
復
に
伴
っ
て
失
業
者
が
減
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正

社
員
の
方
も
同
じ
よ
う
に
急
速
に
減
少
し
て
い
る
。
〇
一
年
の
二
五
五
七
万
人

の
後
、
減
少
幅
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
男
性
非
正
社
員
は
一
貫
し
て

増
加
し
て
い
る
。
こ
の
失
業
者
と
正
社
員
の
減
少
、
非
正
社
員
の
増
加
と
い
う

現
象
は
、
景
気
の
回
復
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
営
者
が
正
社
員
の
削
減
と
非
正

社
員
を
活
用
す
る
雇
用
政
策
を
と
っ
て
き
た
こ
と
の
表
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

一
方
、
女
性
正
社
員
は
男
性
の
場
合
と
異
な
っ
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
女

性
正
社
員
の
増
加
は
、
一
九
九
九
年
の
一
〇
九
三
万
人
を
頂
点
に
、
そ
の
後
は

減
少
し
た
。
こ
の
点
で
は
男
性
と
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
〇
四

年
以
降
は
増
加
に
転
じ
、
一
二
年
に
は
一
二
四
二
万
人
に
伸
び
て
い
る
。
こ
れ

は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
活
発
化
し
た
女
性
の
積
極
的
な
活
用
と
い
う
企

業
の
女
性
政
策
の
表
れ
な
の
か
、
あ
る
い
は
非
正
社
員
と
同
じ
よ
う
に
低
賃
金

労
働
力
と
し
て
の
女
性
を
活
用
す
る
雇
用
政
策
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
定
か
で

は
な
い
。

女
性
を
大
量
採
用
し
た
事
例
を
『
日
本
経
済
新
聞
』
は
紹
介
し
て
い
る
。

「
二
〇
〇
七
年
に
約
二
千
の
同
期
と
と
も
に
メ
ガ
バ
ン
ク
に
営
業
職
と
し
て
就

職
し
た
女
性
（
二
三
）」
は
、「
五
十
人
ほ
ど
の
支
店
に
十
人
以
上
の
新
入
社
員

を
配
置
。
い
き
な
り
一
人
で
営
業
に
回
さ
れ
、
成
績
が
わ
る
い
と
『
辞
め
ろ
』

と
怒
鳴
ら
れ
る
。
結
局
一
年
で
半
分
近
く
辞
め
た
」
と
い
う
（『
日
本
経
済
新

聞
』
二
〇
〇
八
年
五
月
二
六
日
付
）。
一
年
に
二
〇
〇
〇
人
を
採
用
す
る
メ
ガ

バ
ン
ク
で
、
女
性
の
活
用
が
周
辺
的
正
社
員
の
よ
う
な
処
遇
に
な
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
お
け
る
女
性
正
社
員
の
増
加

傾
向
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

�
転
職
率
の
推
移

日
本
型
雇
用
の
も
と
で
は
、
企
業
に
よ
っ
て
長
期
雇
用
が
保
障
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
大
企
業
と
中
小
零
細
企
業
と
で
は
大
き
く
異
な
る
と
し
て
も
、
離

職
、
転
職
は
少
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
歳
代
、
三
〇
歳
代
を
み

る
と
、
す
で
に
一
九
八
〇
年
代
か
ら
転
職
者
が
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
転
職
率
は
そ
の
後
、
急
速
に
増
加
し
て
い
く
。
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20～24歳
30～34歳

25～29歳
35～39歳

20～24歳
30～34歳

25～29歳
35～39歳

1990年
2005年

1995年 2000年
2010年

10.410.4

6.66.6

4.14.1

1990年
2005年

1995年 2000年
2010年

8.08.0

4.14.1

5.75.7

第１図 転職率の推移（男性）

〔備考〕 総務省「就業構造基本統計調査」時系
列統計表より作成。

第３図 年齢別失業率の推移（男性）

〔備考〕 総務省「労働力調査」より作成。

第２図 転職率の推移（女性）

〔備考〕 総務省「就業構造基本統計調査」時系
列統計表より作成。

第４図 年齢別失業率の推移（女性）

〔備考〕 総務省「労働力調査」より作成
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第
１
図
と
第
２
図
は
、
総
務
省
「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
時
系
列
統
計
表
か

ら
長
期
的
な
転
職
率
の
傾
向
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
転
職
者
と
は
、
一
年
前
の

勤
め
先
が
現
在
の
勤
め
先
と
異
な
る
者
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
就
業
者
に

お
け
る
転
職
者
の
割
合
が
、
転
職
率
と
し
て
図
に
示
さ
れ
て
い
る
。
男
性
「
二

〇
〜
二
四
歳
」
層
で
は
八
二
年
か
ら
顕
著
な
増
加
が
み
ら
れ
る
。

転
職
者
に
は
非
正
規
雇
用
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
正
社
員
の
転
職
率
の
高

ま
り
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
〇
七
年
に
は
非
正
規
雇
用
を
含
め
て
、

男
女
と
も
「
二
〇
〜
二
四
歳
」
で
四
人
に
一
人
近
く
が
一
年
前
と
は
違
う
企
業

で
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
男
性
の
三
〇
歳
代
は
、
非
正
社
員
の
比
率
が
二

〇
歳
代
に
比
べ
て
低
い
。
こ
の
年
齢
層
で
も
、
三
〇
歳
代
前
半
で
一
六
％
、
後

半
で
も
一
三
％
が
転
職
者
で
あ
る
。

�
若
年
層
で
高
ま
る
失
業
率

失
業
者
数
の
増
加
傾
向
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
男
女
別
、
年
齢
別
に
失

業
率
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
第
３
図

（
男
性
）
と
第
４
図
（
女
性
）
は
、
年
齢
別
失
業
率
の
推
移
を
、
一
九
九
〇
年

か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
期
間
で
み
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。

ま
ず
、
男
女
で
年
齢
別
失
業
率
の
形
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。「
五
五
〜
六
五
歳
」
の
と
こ
ろ
で
、
男
性
に
は
失
業
率
の
高
い
山
が
つ
く

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
女
性
に
そ
の
山
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
男
性
の
場
合
、

長
期
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
が
人
員
削
減
に
よ
っ
て
失
業
者
に
な
っ
た
と
推
測

で
き
る
。
女
性
の
場
合
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
年
齢
層
で
正
社
員
の
比
率
が
低
い

の
で
、
リ
ス
ト
ラ
に
よ
っ
て
失
業
者
に
な
っ
て
も
労
働
力
人
口
の
な
か
で
の
割

合
は
低
く
な
る
。
ま
た
、
女
性
は
非
正
社
員
の
比
率
が
高
い
の
で
、
人
員
削
減

も
雇
用
契
約
の
解
除
と
い
う
形
を
と
る
た
め
失
業
者
と
し
て
顕
在
化
し
に
く

い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
失
業
率
の
上
昇
が
み
ら
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ

る
。全

体
と
し
て
、
男
女
と
も
年
齢
を
問
わ
ず
、
経
年
と
と
も
に
失
業
率
が
高
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
と
く
に
、「
一
五
〜
二
四
歳
」
と
「
二
五
〜

三
五
歳
」
の
若
者
の
と
こ
ろ
で
失
業
率
は
急
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
若
者
の
失

業
率
は
、
女
性
は
九
五
年
か
ら
、
男
性
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
急
速
に
高
ま
っ
て

い
る
。
男
性
「
一
五
〜
二
四
歳
」
で
は
、
九
〇
年
の
四
・
一
％
か
ら
二
〇
一
〇

年
の
一
〇
・
四
％
に
な
っ
た
。
同
じ
く
女
性
の
場
合
に
は
、
こ
の
年
齢
層
で
、

九
〇
年
の
四
・
一
％
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
八
・
〇
％
へ
と
、
失
業
率
は
倍
に
増

加
し
て
い
る
。

ま
た
、「
二
五
〜
三
四
歳
」
で
は
、
二
〇
一
〇
年
に
男
性
は
六
・
六
％
、
女

性
は
五
・
七
％
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
若
者
の
と
こ
ろ
で
雇
用
状
況
が
著
し

く
悪
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
男
性
「
一
五
〜
二
四
歳
」
で
労
働
力
人
口

の
一
〇
人
に
一
人
が
失
業
者
と
い
う
こ
と
が
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

若
者
の
失
業
問
題
は
深
刻
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
雇
用
状
況
の

悪
化
が
、
現
に
働
い
て
い
る
正
社
員
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

２

非
正
社
員
の
増
加
が
正
社
員
に
与
え
る
影
響

戦
後
日
本
の
雇
用
状
況
は
、
景
気
の
循
環
に
よ
っ
て
悪
化
す
る
こ
と
も
好
転

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
の
よ
う
に
、
雇
用
状
況
の
悪
化
が
膨
大

な
非
正
社
員
を
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
企
業
が
正
社
員
の
人
員
削
減
と
非
正
社
員
の
積
極
的
な
活
用
と
い
う

雇
用
政
策
に
よ
っ
て
収
益
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
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27.527.5

9.29.2

2.92.9

15.715.7

8.38.3

8.38.3

25～34歳
45～55歳

15～24歳
35～44歳

25～34歳
45～55歳

15～24歳
35～44歳

58.758.7

53.953.9

39.539.5

38.738.7

27.027.0

26.826.8

で
あ
る
。

こ
の
非
正
社
員
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
世
代
間
で
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
る

こ
と
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
５
図
（
男
性
）
と
第
６
図
（
女

性
）
は
、
年
齢
階
層
別
に
非
正
規
雇
用
の
比
率
を
み
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。

「
一
五
〜
二
四
歳
」
は
就
学
者
を
除
い
た
デ
ー
タ
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
か

ら
の
数
値
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
他
の
年
齢
層
は
九
〇
年
か
ら
の
デ
ー
タ
で
あ

る
。
非
正
社
員
が
正
社
員
に
及
ぼ
す
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、「
一
五

〜
二
四
歳
」
の
就
学
者
、
す
な
わ
ち
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
は
除
く
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
就
学
者
を
除
い
た
こ
の
年
齢
層
を
み
る
と
、
大
き
な
変
化
が
生
ま

れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
二
〇
〇
〇
年
か
ら
一
二
年
に
か
け
て
、
男
性
で
一

九
・
二
％
か
ら
二
七
・
五
％
に
上
昇
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
は
三

割
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
女
性
の
場
合
、
二
七
・
〇
％
か
ら

三
八
・
七
％
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
比
率
は
、
い
ま
や
高
校
・
大
学

を
出
た
者
の
男
性
の
三
割
近
く
が
、
女
性
の
約
四
割
が
、
職
業
人
生
の
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
に
正
社
員
と
し
て
立
っ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

次
の
「
二
五
〜
三
四
歳
」
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
年
齢
層
の
非

正
規
比
率
は
、
一
九
九
五
年
ご
ろ
か
ら
上
昇
し
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
男
性

は
九
五
年
の
二
・
九
％
か
ら
一
二
年
の
一
五
・
七
％
に
、
女
性
は
二
六
・
八
％

か
ら
三
九
・
五
％
に
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
て
い
る
。
二
五
〜
三
四
歳
の
若
者
が
二

〇
歳
で
仕
事
に
就
い
た
と
仮
定
す
る
と
、
五
年
間
か
ら
一
四
年
間
、
非
正
規
で

働
い
て
い
る
者
が
現
在
、
こ
の
年
齢
層
の
男
性
の
一
六
％
、
女
性
の
二
七
％
存

在
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
年
齢
層
が
将
来
、
正
社
員
に
な
れ
る
保
障

は
な
い
。
さ
ら
に
男
性
の
場
合
、
こ
の
年
齢
層
よ
り
も
非
正
規
比
率
が
き
わ
め

て
高
い
「
一
五
〜
二
四
歳
」
の
若
者
の
多
く
が
、
非
正
規
雇
用
の
ま
ま
で
い
る

可
能
性
も
高
い
。

第５図 年齢別非正社員比率の推移（男
性、在学者を除く）

〔備考〕 総務省「労働力調査」長期時系列統計表
より作成。
「１５～２４歳」は在学者を除く。０１年まで
は２月、０２年より１～３月平均。

第６図 年齢別非正社員比率の推移（女
性、在学者を除く）

〔備考〕 総務省「労働力調査」長期時系列統計表
より作成。
「１５～２４歳」は在学者を除く。０１年まで
は２月、０２年より１～３月平均。
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こ
の
よ
う
に
若
者
の
と
こ
ろ
で
非
正
社
員
の
割
合
が
高
く
、
し
か
も
非
正
規

雇
用
が
長
期
化
し
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
、
若
者
の
将
来
を
閉
ざ
す
こ

と
を
意
味
す
る
。
現
状
を
打
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
閉
塞
感
を
若
者
が
強
め

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
非
正
規
雇
用
の

ま
ま
で
働
き
続
け
る
こ
と
は
、
収
入
が
上
が
ら
ず
貧
困
な
生
活
の
ま
ま
だ
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
非
正
規
雇
用
に
お
け
る
貧
困
は
、
何
と
か
正
社
員
の
職
に

就
き
た
い
と
い
う
非
正
社
員
の
思
い
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
正
社

員
に
な
り
た
い
者
は
い
く
ら
で
も
い
る
と
い
う
労
働
市
場
圧
力
を
、
経
営
側
が

正
社
員
に
か
け
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

３

正
社
員
に
対
す
る
非
正
社
員
の
代
替
圧
力

正
社
員
は
、
非
正
社
員
の
増
大
と
い
う
労
働
市
場
圧
力
を
受
け
な
が
ら
働
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
正
社
員
に
と
っ
て
こ
の
労
働
市
場
圧
力
が
い
っ

そ
う
深
刻
な
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
非
正
社
員
の
質
的
転
換
が

な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

巻
頭
色
刷
り
第
３
図
（
男
性
）
と
巻
頭
色
刷
り
第
４
図
（
女
性
）
が
こ
の
こ

と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
グ
ラ
フ
は
、
一
五
〜
三
四
歳
の
若
者

で
、
在
学
者
を
除
い
た
デ
ー
タ
で
あ
る
。
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
と
中
高
年
主
婦
パ

ー
ト
が
除
外
さ
れ
て
い
る
。
非
正
社
員
の
な
か
を
「
パ
ー
ト
」「
ア
ル
バ
イ

ト
」
と
、「
派
遣
」「
契
約
」「
そ
の
他
」
と
に
分
け
て
増
加
傾
向
を
み
た
。
前

者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
、
後
者
を
フ
ル
タ
イ
ム
型
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

前
者
は
、
主
婦
パ
ー
ト
や
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
の
よ
う
な
短
時
間
勤
務
で
、
多

く
は
家
計
補
助
型
の
働
き
方
を
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後

者
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
働
い
て
自
分
で
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
可
能
性
が
高

い
。
前
者
を
家
計
補
助
型
非
正
社
員
、
後
者
を
家
計
自
立
型
非
正
社
員
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
図
を
み
る
と
、
フ
ル
タ
イ
ム
型
の
顕
著
な
増
加
が
確
認
で
き
る
。
男

性
で
は
、
〇
六
年
と
〇
八
年
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
を
上
ま
わ
っ
た
。
そ
の
後
、

減
少
し
た
も
の
の
一
二
年
に
は
増
加
し
て
い
る
。
男
性
フ
ル
タ
イ
ム
型
の
人
数

は
二
〇
〇
〇
年
の
一
六
万
人
か
ら
、
〇
六
年
の
八
九
万
人
へ
と
一
気
に
上
昇
し

た
。女

性
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
が
フ
ル
タ
イ
ム
型
を
各
年
と
も
大
き

く
上
ま
わ
っ
て
い
る
が
、
〇
六
年
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
型
が
減
少
し
て
い
る
。

一
方
、
フ
ル
タ
イ
ム
型
は
、
男
性
と
同
じ
よ
う
な
増
加
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
し

か
も
、
両
者
の
型
と
も
、
人
数
か
ら
す
る
と
女
性
の
方
が
男
性
を
は
る
か
に
上

ま
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
フ
ル
タ
イ
ム
型
の
女
性
は
〇
六
年
に
は
一

一
九
万
人
、
〇
八
年
に
は
一
〇
六
万
人
と
一
〇
〇
万
人
を
超
え
た
。

こ
の
フ
ル
タ
イ
ム
型
を
、
巻
頭
色
刷
り
第
５
図
の
厚
生
労
働
省
「
就
業
形
態

の
多
様
化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査
」（
二
〇
〇
七
年
）
か
ら
み
る
と
、
一
層

そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
グ
ラ
フ
は
、「
あ
な
た
の
生
活
は
主
に
な

に
に
よ
っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
あ
な
た
自
身
の
収
入
」

と
い
う
回
答
を
選
ん
だ
者
の
割
合
で
あ
る
。

女
性
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
と
こ
ろ
で
、「
自
身
の
収
入
」
が
一
八
・

三
％
と
非
常
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
非
正
社
員
は
、
主
婦
パ
ー
ト
か

学
生
ア
ル
バ
イ
ト
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
自

身
の
収
入
」
の
割
合
の
低
さ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
働
き
方
は
家
計
補
助

的
だ
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
契
約
社
員
と
派
遣
労
働
者
の
階

層
で
は
、「
自
身
の
収
入
」
に
よ
っ
て
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
割
合
は
、
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男
性
で
約
九
割
、
女
性
で
も
約
五
割
に
及
ん
で
い
る
。
女
性
の
場
合
に
は
、
派

遣
労
働
者
と
正
社
員
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
比
率
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
自
身
の
収
入
」
で
生
活
を
成
り
立
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
家
計
自
立
型
非
正
社
員
の
登
場
は
、
労
働
市
場
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与

え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
非
正
社
員
の
賃
金
は
差
別
的
で
、
収
入
も
少
な
い
。

し
か
し
、
家
計
補
助
型
の
非
正
社
員
の
場
合
、
世
帯
の
な
か
に
他
に
稼
ぎ
主
が

い
る
の
で
貧
困
は
防
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
家
計
自
立
型
非
正
社
員

だ
と
、
非
正
規
雇
用
で
自
分
の
生
活
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
働
き

方
が
貧
困
に
直
結
す
る
。
こ
の
貧
し
い
生
活
か
ら
脱
し
た
い
と
す
る
家
計
自
立

型
非
正
社
員
の
存
在
は
、
現
に
働
い
て
い
る
正
社
員
に
対
す
る
強
力
な
労
働
市

場
圧
力
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
二
年
の
非
正
社
員
比
率
は
全
体
と
し
て
三
五
・
一
％
で

あ
る
。
こ
の
非
正
社
員
比
率
は
年
齢
別
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に

検
討
し
た
が
、
第
７
図
（
男
性
）
の
「
就
業
形
態
の
多
様
化
に
関
す
る
総
合
実

態
調
査
」
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

非
正
社
員
比
率
は
、
世
代
間
格
差
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か

ら
、
若
者
の
貧
困
問
題
が
深
刻
な
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
だ
が
、
巻
頭
色
刷

り
第
５
図
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
非
正
社
員
の
貧
困
問
題
は
、
家
計
自
立
型
非

正
社
員
に
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
貧
困
問
題
は
、
世
代

間
の
格
差
で
は
な
く
、
世
代
を
超
え
た
非
正
規
雇
用
で
生
活
を
成
り
立
た
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
「
階
層
」
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
若
者
世
代
に
非

正
規
が
多
い
と
い
う
意
味
で
世
代
間
の
問
題
で
あ
り
、
同
時
に
、
世
代
を
超
え

た
非
正
規
雇
用
の
問
題
で
も
あ
る
。

第
二
章

賃
金
下
落
時
代
の
到
来
と
貧
困
化

１

賃
金
は
上
が
ら
な
い
時
代
に

�
対
前
年
度
比
率
で
マ
イ
ナ
ス
か
微
増

一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
、
賃
金
下
落
の
時
代
が
来
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
第
８
図
は
、
現
金
給
与
総
額
の
対
前
年
度
増
減
率
で
あ
る
（
規
模
五
人
以

上
の
事
業
所
）。
バ
ブ
ル
崩
壊
以
後
、
九
二
年
、
九
三
年
に
賃
金
は
対
前
年
度

比
で
下
が
っ
た
。
そ
の
後
、
プ
ラ
ス
に
転
化
し
た
も
の
の
、
〇
九
年
に
マ
イ
ナ

第７図 正社員と非正社員との年齢別比率（男性）

〔備考〕 厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実
態調査」（２００７年）より作成。
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男性 男女計女性

ス
三
・
四
と
大
き
く
下
落
し
た
。
こ
の
〇
九
年
か
ら
一
一
年
の
間
を
み
る
と
、

マ
イ
ナ
ス
と
一
・
〇
の
幅
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
長
期
的
に
み

て
、
賃
金
は
前
年
度
比
で
マ
イ
ナ
ス
か
微
増
で
推
移
し
て
い
る
。
微
増
で
あ
っ

て
も
、
〇
二
年
の
マ
イ
ナ
ス
一
・
八
％
や
〇
九
年
の
マ
イ
ナ
ス
三
・
四
％
と
い

う
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス
の
後
の
微
増
で
あ
り
、
賃
金
の
下
落
傾
向
は
続
い
て
い

る
。�

大
幅
な
賃
金
下
落

対
前
年
度
比
で
賃
金
が
マ
イ
ナ
ス
か
微
増
と
い
う
指
標
は
、
当
然
な
が
ら
賃

金
額
の
減
少
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
、
賃
金
額
の
減
少

を
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
（
企
業
規
模
一
〇
人
以
上
）
の
「
所
定
内
給
与

額
」
と
「
年
間
賞
与
そ
の
他
の
特
別
給
与
額
」
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う

（
巻
頭
色
刷
り
第
６
図
）。
こ
の
調
査
は
一
般
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
が

区
分
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
代
を
通
じ
て
、
所
定
内
給
与
と
年
間
賞
与
と
も
〇
一
年
を
ピ
ー

ク
に
低
下
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
所
定
内
給
与
（
右
目
盛
り
）
は
〇
一
年
の
三
〇

万
六
〇
〇
〇
円
か
ら
〇
九
年
の
二
九
万
五
〇
〇
〇
円
に
、
年
間
賞
与
（
左
目
盛

り
）
は
〇
一
年
の
一
〇
三
万
円
か
ら
一
〇
年
の
七
九
万
一
〇
〇
〇
円
に
、
そ
れ

ぞ
れ
下
が
っ
て
い
る
。
所
定
内
給
与
で
月
約
一
万
円
、
年
間
賞
与
で
年
約
二
四

万
円
、
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
巻
頭
色
刷
り
第
６
図
は
男
女
計
の
給
与
額
だ
が
、
給
与
額
は
男

女
の
間
で
差
が
大
き
い
。
そ
こ
で
、
男
女
別
の
給
与
総
額
を
第
９
図
で
示
し

第８図 現金給与総額の対前年度増減率

〔備考〕 厚生労働省「毎月勤労統計調査」長期時系列表より作
成。

第９図 年間賃金総額（一般労働者）

〔備考〕 総務省「賃金構造基本統計調査」より
作成。
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た
。
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
「
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
額
」
に
一
二
を

掛
け
て
「
年
間
賞
与
額
」
を
加
算
す
る
と
、
年
間
の
賃
金
総
額
が
得
ら
れ
る
。

男
性
の
賃
金
総
額
は
、
〇
五
年
、
〇
六
年
、
〇
七
年
の
三
年
間
に
や
や
回
復

は
み
ら
れ
た
も
の
の
、
〇
九
年
か
ら
大
幅
な
下
落
が
生
じ
て
い
る
。
賃
金
額
に

し
て
〇
一
年
の
五
六
六
万
円
か
ら
一
〇
年
の
五
二
三
万
円
へ
、
約
四
三
万
円
の

減
額
で
あ
る
。
〇
二
年
か
ら
〇
八
年
は
戦
後
最
長
の
景
気
拡
大
期
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
賃
金
額
に
関
し
て
は
〇
一
年
か
ら
の
減
少
傾
向
は
克
服
さ
れ
ず
、
景

気
拡
大
期
の
終
了
と
と
も
に
賃
金
は
大
き
く
減
少
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
女
性
の
賃
金
は
男
性
と
は
異
な
り
、
横
ば
い
ま
た
は
微
増
の
傾

向
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
女
性
の
正
社
員
が
〇
四
年

以
降
、
増
加
し
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
お
り
、
女
性
が
非
正
社
員
か
ら
正
社

員
を
希
望
し
、
よ
り
長
い
時
間
働
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
要
因
と
考
え
ら
れ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
帯
で
み
た
場
合
、
男
性
の
収
入
減
少
に
対
応
し
て
、

女
性
が
よ
り
長
く
働
い
て
収
入
を
得
る
よ
う
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。

�
男
性
中
堅
社
員
の
賃
金
減
少

年
功
賃
金
は
、
男
女
間
賃
金
格
差
、
年
齢
間
賃
金
格
差
、
企
業
規
模
間
賃
金

格
差
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
い
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
男
女
間
の
格
差
は
検

討
し
た
が
、
次
に
、
年
齢
間
で
減
少
幅
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
を
み

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
１０
図
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
最
高
賃
金
額
の
〇
一

年
と
最
低
額
の
一
〇
年
の
二
つ
の
賃
金
総
額
を
、
年
齢
別
賃
金
カ
ー
ブ
に
示
し

た
も
の
で
あ
る
。

男
性
一
般
労
働
者
の
合
計
で
は
賃
金
総
額
は
約
四
三
万
円
の
減
少
だ
っ
た

が
、
年
齢
別
に
賃
金
減
少
額
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
年
齢
別
賃

金
カ
ー
ブ
の
最
も
高
い
賃
金
水
準
は
、「
五
〇
〜
五
四
歳
」
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
七
〇
六
万
円
か
ら
六
六
一
万
円
へ
の
減
少
で
、
四
五
万
円
減
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
二
〇
〜
二
四
歳
」
か
ら

「
三
五
〜
三
九
歳
」
ま
で
減
少
幅
が
し
だ
い
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
最
大
の
減
少
幅
で
あ
る
「
三
五
〜
三
九
歳
」
は
、
五
九
八
万
円
か
ら
五
二

四
万
円
に
減
少
し
て
い
る
。
〇
一
年
か
ら
〇
九
年
の
八
年
間
で
は
、
年
間
収
入

が
七
四
万
円
の
減
収
と
な
っ
た
。
こ
の
年
齢
層
の
前
後
を
み
て
み
る
と
、「
三

〇
〜
三
四
歳
」
で
五
四
万
円
、「
四
〇
〜
四
四
歳
」
で
五
三
万
円
と
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
三
五
歳
か
ら
四
四
歳
と
い
う
家
族
を
形
成
し
、
教
育
費
や
住
宅

費
な
ど
の
家
計
支
出
が
高
い
年
齢
層
で
、
年
収
の
七
〇
万
円
、
五
〇
万
円
と
い

う
大
幅
な
低
下
現
象
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

２

賃
金
分
布
に
お
け
る
低
所
得
者
へ
の
構
成
変
化

二
〇
〇
〇
年
以
降
、
賃
金
額
が
減
少
し
た
。
そ
の
過
程
で
賃
金
分
布
に
ど
の

よ
う
な
変
化
が
起
き
て
き
た
の
か
を
、
次
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
１１

図
は
、
国
税
庁
「
民
間
給
与
の
実
態
調
査
」
か
ら
、
男
性
の
「
給
与
階
級
」
別

構
成
比
を
表
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。「
実
態
調
査
」
の
統
計
表
は
給
与
階
級
が

細
か
く
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
グ
ラ
フ
で
は
六
つ
に
括
り
、
そ
の
構
成
比
の
変

化
を
示
し
た
。「
実
態
調
査
」
は
「
一
年
未
満
勤
続
者
」
と
「
一
年
を
通
し
て

勤
務
し
た
給
与
所
得
者
」
に
分
け
て
あ
る
が
、
グ
ラ
フ
は
後
者
か
ら
作
成
し

た
。六

つ
に
所
得
階
級
を
分
け
た
グ
ラ
フ
を
み
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
代
を
通
じ
て

構
成
比
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、「
四
〇
〇
万

円
超
六
〇
〇
万
円
以
下
」
の
階
級
は
、
三
二
・
五
％
か
ら
三
〇
・
三
％
と
あ
ま
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2001年 2010年

200万円以下 200万円超400万円以下 400万円超600万円以下
600万円超800万円以下 800万円超1000万円以下 1000万円以上

り
変
化
は
な
い
。
大
き
な
変
化
は
そ
の
上
下
で
起
き
て
い
る
。
上
の
所
得
階
級

の
「
六
〇
〇
万
円
超
八
〇
〇
万
円
以
下
」
と
「
八
〇
〇
万
円
超
一
〇
〇
〇
万
円

以
下
」
と
を
合
計
す
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
の
二
六
・
二
％
か
ら
一
一
年
の
二

〇
・
一
％
に
減
少
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
比
較
的
給
与
所
得
の
高
い
階
層
に
占

め
る
人
々
の
割
合
の
減
少
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
所
得
階
級
が
下
の
方
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
二
〇

〇
万
円
超
四
〇
〇
万
円
以
下
」
の
階
級
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
二
六
・
五
％

か
ら
、
一
一
年
に
は
三
三
・
七
％
に
増
大
し
て
い
る
。
男
性
給
与
所
得
者
の
三

人
に
一
人
は
、
だ
い
た
い
年
収
二
〇
〇
万
円
台
か
ら
三
〇
〇
万
円
台
で
生
活
し

第１０図 年齢別賃金カーブの比較（男性）

〔備考〕 総務省「賃金構造基本統計調査」より作成。

第１１図 給与所得階級の構成変化の推移

〔備考〕 国税庁「民間給与の実態調査」より作成。
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て
い
る
こ
と
に
な
る
。

所
得
階
級
の
最
下
層
「
二
〇
〇
万
円
以
下
」
は
、
六
・
六
％
か
ら
一
〇
・
一

％
に
増
え
て
い
る
。
所
得
階
級
を
一
つ
上
げ
て
、「
三
〇
〇
万
円
以
下
」
を
加

え
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
実
態
調
査
」
の
「
給
与
所
得
者
の
構
成
比
」
か
ら
変

化
を
み
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
の
一
六
・
一
％
か
ら
一
一
年
の
二
三
・
九
％
に
増

加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
男
性
給
与
所
得
者
の
約
四
人
に
一
人
は
年
間
三
〇
〇

万
円
以
下
の
給
与
し
か
得
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
代
を
通
じ
て
生
じ
た
賃
金
の
下
落
は
、
約
六
〇
〇
万
円
か
ら
一

〇
〇
〇
万
円
以
下
の
所
得
階
級
の
縮
小
と
、
四
〇
〇
万
円
以
下
の
階
級
の
増
大

と
し
て
表
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
、
年
間
給
与
が
三
〇
〇

万
円
以
下
の
階
級
の
拡
大
は
日
本
に
お
け
る
貧
困
層
の
増
大
、
す
な
わ
ち
貧
困

化
の
進
行
を
示
し
て
い
る
。

第
三
章

正
社
員
に
お
け
る
長
時
間
労
働
の
増
大

１

長
時
間
労
働
の
実
態

�
一
日
の
拘
束
時
間
、
一
三
時
間
の
労
働
者

働
く
者
の
長
時
間
労
働
の
過
酷
さ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
就
業
者
を
対

象
に
し
た
「
就
業
構
造
基
本
統
計
調
査
」
を
手
が
か
り
に
し
て
検
討
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。
と
く
に
、「
週
六
〇
時
間
以
上
」
働
く
者
の
割
合
が
注
目
さ
れ

る
。
そ
れ
は
過
酷
な
労
働
を
象
徴
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
週
休
二
日
だ
と

す
る
と
、
平
均
し
て
一
日
一
二
時
間
働
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
、
労
働
基
準

法
で
は
一
日
の
労
働
時
間
が
八
時
間
を
超
え
る
場
合
、
休
息
時
間
を
六
〇
分
与

え
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
日
の
拘
束
時
間
は
一
三
時
間
に

な
る
。
午
前
九
時
が
出
社
時
間
だ
と
す
る
と
、
午
前
九
時
出
社
・
午
後
一
〇
時

退
社
を
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
前
後
に
通

勤
時
間
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
〇
七
年
の
「
就
業
構
造
基
本
統
計
調
査
」
か
ら
作
成
し
た
第
１２

図
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
グ
ラ
フ
は
、
年
間
二
〇
〇
日
以
上
働
く
正
規
職
員
・

従
業
員
（
男
性
）
の
週
労
働
時
間
を
年
齢
別
に
み
た
も
の
で
あ
る
。

週
六
〇
時
間
以
上
働
く
者
の
割
合
が
大
き
い
年
齢
層
は
、「
三
〇
〜
三
四
歳
」

で
あ
る
。
比
率
は
二
三
・
〇
％
に
及
ぶ
。「
三
五
〜
三
九
歳
」
で
二
二
・
五
％

に
、「
二
五
〜
二
九
歳
」
で
二
二
・
二
％
に
、「
四
〇
〜
四
四
歳
」
で
二
一
・
一

％
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
年
齢
層
で
は
「
週
六
五
時
間
以
上
」

働
く
者
が
約
一
割
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
午
前
九
時
出
社
・
午
後
一
一
時
退

社
と
い
う
働
き
方
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
は
「
使
用
者
が
労
働
者
に
」「
七
日
の
期
間
で

四
八
時
間
を
超
え
て
労
働
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
こ
と
」
が
、
〇
五
年
の
Ｅ

Ｕ
指
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
（
小
宮
文
人
・
濱
口
桂
一
郎
訳
『
Ｅ
Ｕ
労
働
法
全

書
』
旬
報
社
、
二
〇
〇
五
年
）。
さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
は
、
〇
三
年
に
「
最
低
休
息
時

間
」
と
し
て
「
す
べ
て
の
労
働
者
に
、
二
四
時
間
の
期
間
ご
と
に
最
低
一
一
時

間
の
継
続
す
る
毎
日
の
休
息
期
間
を
得
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
と
る
も
の
と
す
る
」
と
加
盟
国
に
指
令
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
理
解
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
第
１２
図
を
み
て
み
よ

う
。
図
の
右
か
ら
三
つ
目
が
「
四
九
〜
五
九
時
間
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
か

ら
三
つ
の
時
間
帯
で
働
い
て
い
る
男
性
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
基
準
か
ら
す
る
な
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ら
す
べ
て
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
割
合
は
、
図
を
み
る
と
明
ら
か
な

よ
う
に
、
二
〇
歳
代
後
半
か
ら
三
〇
歳
代
後
半
ま
で
ほ
ぼ
五
割
を
占
め
て
い

る
。
日
本
の
若
年
男
性
の
半
数
は
、
Ｅ
Ｕ
基
準
か
ら
す
れ
ば
異
常
な
働
き
方
を

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

�
女
性
の
労
働
時
間

次
に
、
女
性
の
労
働
時
間
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
男
性
の
週
六
〇
時

間
を
超
え
る
よ
う
な
働
き
方
か
ら
す
れ
ば
、
男
性
が
家
事
・
育
児
な
ど
の
家
族

責
任
を
ほ
と
ん
ど
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
女
性
が

男
性
と
同
じ
よ
う
な
長
時
間
労
働
を
す
る
な
ら
、
家
族
機
能
は
成
り
立
た
な
く

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
性
の
労
働
時
間
が
短
く
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
第
１３
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
週
四
八
時
間
以
下
が
、
二
〇
歳
代
と
四
〇

歳
代
前
半
を
除
く
と
九
〇
％
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、「
三
五
時
間
未
満
」
は

年
齢
層
の
上
昇
と
と
も
に
比
率
を
高
め
て
い
る
。

女
性
の
年
齢
別
労
働
時
間
が
男
性
と
異
な
る
の
は
「
二
〇
〜
二
四
歳
」
の
と

こ
ろ
で
、
週
四
九
時
間
以
上
の
働
き
方
を
す
る
者
が
二
二
・
四
％
を
占
め
て
い

る
。「
二
五
〜
二
九
歳
」
で
は
一
三
・
四
％
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
歳
代
の
若

年
女
性
は
他
の
年
齢
層
に
比
べ
る
と
、
長
時
間
働
く
女
性
が
多
い
。

２

増
加
す
る
長
時
間
労
働

�
長
時
間
労
働
の
時
系
列
的
な
変
化

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
過
酷
な
長
時
間
労
働
は
、
時
系
列
に
み
て
ど
の
よ

う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
１２
図
（
男
性
）
が
「
年
間
二
〇
〇
日

以
上
」
働
く
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
次
の
第
１４
図
（
男
性
）
は
「
年
間
二

五
〇
日
以
上
」
働
く
者
（
男
性
）
の
比
率
で
あ
り
、
よ
り
厳
し
い
働
き
方
を
し

て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

週
六
〇
時
間
以
上
働
く
者
は
、
八
九
年
に
五
・
三
％
、
九
二
年
に
三
・
六
％

で
あ
っ
た
。
過
労
死
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
一
九
八
〇
年
代
の
半
ば
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
に
は
週
六
〇
時
間
以
上
の

割
合
は
五
％
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
長
時
間
労
働
は
む
し
ろ
拡
大
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

�
週
六
〇
時
間
以
上
働
く
者
の
割
合

週
六
〇
時
間
以
上
働
く
者
は
、
〇
二
年
に
二
六
・
四
％
、
〇
七
年
に
二
五
・

一
％
と
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。
い
ま
や
、
男
性
正
規
職
員
・
従
業
員
で

「
年
間
二
五
〇
日
以
上
」
就
業
す
る
者
の
な
か
で
、
四
人
に
一
人
は
「
週
六
〇

時
間
以
上
」
と
い
う
過
酷
な
長
時
間
労
働
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
年
間
二
五
〇
日
以
上
」
就
業
し
て
い
る
男
性
正
規
職
員
・
従

業
員
は
、
全
体
の
な
か
で
五
二
・
八
％
を
占
め
る
。
ま
た
、「
年
間
二
〇
〇
日

以
上
」
の
な
か
で
は
六
〇
・
八
％
に
及
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、「
四
九
〜
五
九
時
間
」
を
含
め
て
み
て
み
よ
う
。
す
で
に
検
討
し

た
よ
う
に
、
週
四
八
時
間
が
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
時

間
だ
っ
た
。
日
本
で
も
八
九
年
は
七
五
％
の
、
九
二
年
は
八
三
％
の
雇
用
者

が
、
Ｅ
Ｕ
基
準
の
四
八
時
間
を
満
た
し
て
い
た
。
し
か
し
、
〇
二
年
に
は
五
三

％
が
、
〇
七
年
に
は
五
二
％
が
、
週
四
八
時
間
を
超
え
て
働
い
て
い
る
。「
年

間
二
五
〇
日
以
上
」
就
業
し
て
い
る
者
の
な
か
で
、
そ
の
約
半
数
は
、
Ｅ
Ｕ
諸

国
で
は
あ
り
え
な
い
働
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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35時間未満 35～48時間 49～59時間 60～64時間 65時間以上

52.5

48.2

48.2

49.9

55.6

61.8

47.8

35時間未満 35～48時間 49～59時間 60～64時間 65時間以上

64.213.4

15.3

31.4

31.4

34.7

37.5

38.4

71.3

61.9

61.9

56.5

50.6

53.7

35時間未満 35～48時間 49～59時間 60時間以上

12.112.1

11.911.9

0.90.9

1.01.0

1.61.6

第１２図 正規職員・従業員の年齢別週労働時間割合（男性、年間２００日以上就業）

〔備考〕 総務省「就業構造基本統計調査」（１９９７年）より。

第１３図 正規職員・従業員の年齢別週労働時間割合（女性、年間２００日以上就業）

〔備考〕 総務省「就業構造基本統計調査」（２００７年）より。

第１４図 週労働時間の推移（男性正規職員・従業員、年間２５０日以上就業）

〔備考〕 総務省「就業構造基本統計調査」（１９９７年）より。
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300万円未満
500～699万円

300～399万円 400～499万円
700万円以上

43～48時間 49～59時間 60時間以上

一
五
〇
〜
一
九
九
万
円

二
〇
〇
〜
二
四
九
万
円

二
五
〇
〜
二
九
九
万
円

三
〇
〇
〜
三
九
九
万
円

四
〇
〇
〜
四
九
九
万
円

五
〇
〇
〜
六
九
九
万
円

七
〇
〇
〜
九
九
九
万
円

一
〇
〇
〇
万
円
以
上

19.619.6

19.219.2

22.622.6

20.920.9

３

長
時
間
労
働
で
低
処
遇

�
長
時
間
労
働
と
収
入
の
関
係

過
酷
な
長
時
間
労
働
は
、
処
遇
に
よ
っ
て
酬
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第

１５
図
は
、
男
性
「
正
規
職
員
・
従
業
員
」
の
な
か
で
、
週
六
〇
時
間
以
上
働
い

て
い
る
者
が
ど
の
く
ら
い
の
収
入
を
得
て
い
る
の
か
を
表
し
た
グ
ラ
フ
で
あ

る
。
〇
二
年
と
〇
七
年
と
を
比
較
し
て
い
る
。

こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
、
長
時
間
働
い
て
も
収
入
の
面
で
酬
わ
れ
な
い
と
い
う
事

実
が
明
ら
か
に
な
る
。
〇
二
年
で
は
、
処
遇
の
面
で
は
、
年
収
五
〇
〇
万
円
以

上
が
約
四
割
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
対
極
に
約
四
割
の
者
が
年
収
四

〇
〇
万
円
に
満
た
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
週
六
〇
時
間
以
上
働

い
て
年
収
「
七
〇
〇
万
円
以
上
」
を
得
て
い
る
者
は
二
割
に
も
満
た
な
い
。

し
か
し
、
〇
七
年
に
な
る
と
長
時
間
労
働
と
低
処
遇
の
傾
向
は
一
層
強
ま
っ

て
い
る
。
年
収
「
三
〇
〇
万
円
未
満
」
の
比
率
が
大
き
く
拡
大
し
て
い
る
。
い

ま
や
、
週
六
〇
時
間
以
上
の
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
、
収
入
の
面
で

第１５図 週６０時間以上就業者の年収構成（男性、正規従業
員、年間２５０日以上就業）

〔備考〕 総務省「就業構造基本統計調査」より作成。

第１６図 週労働時間別にみた年収構成（男性正規職員・従業
員、年間２００日以上就業）

〔備考〕 総務省「就業構造基本統計調査」（２００７年）より作成。
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「
三
〇
〇
万
円
以
下
」
の
処
遇
し
か
受
け
て
い
な
い
者
が
約
三
割
近
く
を
占
め

て
い
る
。
日
本
の
労
働
社
会
で
長
時
間
労
働
と
低
処
遇
の
状
況
が
広
が
っ
て
い

る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

�
労
働
時
間
と
年
収
の
関
係

次
に
、
こ
の
長
時
間
労
働
・
低
処
遇
の
状
況
を
違
っ
た
角
度
か
ら
検
討
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。
第
１６
図
は
、「
四
三
〜
四
八
時
間
」
と
「
四
九
〜
五
九
時

間
」、「
六
〇
時
間
以
上
」
の
三
つ
の
労
働
時
間
が
、
年
収
と
ど
の
よ
う
に
関
連

し
て
い
る
の
か
を
み
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
時
間
の
な
か
で
の
収
入
の

割
合
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
グ
ラ
フ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
時
間
で
働
く
者
の
年
収
の
構
成
を
表
し

て
い
る
。「
六
〇
時
間
以
上
」
の
就
業
者
は
、「
三
〇
〇
〜
三
九
九
万
円
」
か
ら

「
四
〇
〇
〜
四
九
九
万
円
」「
五
〇
〇
〜
六
九
九
万
円
」
ま
で
の
と
こ
ろ
で
高
く

な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、「
三
〇
〇
〜
三
九
九
万
円
」
で
働
い
て
い
る
者
が
二

一
・
五
％
を
占
め
、
一
つ
の
山
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
「
三
〇
〇
〜
三
九
九

万
円
」
以
下
の
年
収
を
合
計
す
る
と
三
八
・
四
％
に
及
ん
で
い
る
。
週
六
〇
時

間
以
上
働
い
て
い
る
者
の
四
割
近
く
が
、
年
収
三
九
九
万
円
以
下
の
収
入
し
か

得
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
週
六
〇
時
間
以
上
」
を
、「
週
四
六
〜
五
九
時
間
」
や
「
週
四
三
〜
四
八

時
間
」
と
比
べ
る
と
、
働
く
時
間
が
長
い
ほ
ど
、
高
い
収
入
を
得
て
い
る
の
で

は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
む
し
ろ
「
三
〇
〇
〜
三
九
九
万
円
」
の
低
い
収
入
の

と
こ
ろ
で
は
「
六
〇
時
間
以
上
」
の
割
合
の
方
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

終

章

�
労
働
社
会
の
危
機
的
状
況

二
〇
〇
二
年
か
ら
〇
八
年
の
間
は
、
日
本
経
済
は
「
い
ざ
な
ぎ
景
気
」
を
超

え
る
戦
後
最
長
の
景
気
拡
大
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
〇
〇
〇
年
代
に

入
っ
て
以
降
、
戦
後
日
本
の
労
働
社
会
に
危
機
的
な
状
況
が
生
ま
れ
た
こ
と

も
、
こ
れ
ま
で
の
労
働
統
計
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
九
九
〇

年
代
か
ら
、
労
働
市
場
の
構
造
的
な
変
化
が
起
き
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ

る
が
、
危
機
の
深
ま
り
は
大
規
模
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
章
の
分
析
に
も
と
づ

い
て
、
労
働
社
会
の
危
機
的
状
況
を
三
つ
に
ま
と
め
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

�
正
社
員
の
減
少
・
非
正
社
員
の
増
加

景
気
回
復
の
影
響
は
、
失
業
者
の
減
少
と
し
て
現
れ
た
。
こ
れ
ま
で
九
〇
年

代
を
通
じ
て
増
加
し
た
失
業
者
は
、
〇
三
年
か
ら
〇
七
年
に
か
け
て
減
少
し

た
。
し
か
し
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
景
気
回
復
期
に
正
社

員
が
減
少
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
増
加
し
続
け
た
正
社
員
数
は
九
〇
年
後
半

に
増
加
が
止
ま
り
、
そ
の
後
、
高
原
状
態
で
停
滞
し
、
九
九
年
か
ら
減
少
し
始

め
た
。
〇
二
年
に
大
幅
に
減
少
し
、
長
期
減
少
傾
向
に
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
代

は
、「
正
社
員
減
少
時
代
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
正
社
員
の
長
期
減
少
傾
向
は
、

労
働
社
会
の
変
化
を
象
徴
的
に
示
す
指
標
で
あ
る
。

こ
の
景
気
回
復
期
に
お
け
る
正
社
員
の
減
少
と
対
照
的
に
、
こ
の
期
間
に
非

正
社
員
は
急
増
し
た
。
非
在
学
者
「
一
五
〜
二
四
歳
」
の
年
齢
階
層
に
お
け
る
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非
正
社
員
の
急
増
は
、
若
者
の
職
業
生
涯
の
未
来
を
閉
ざ
す
可
能
性
を
高
め
る

と
い
う
意
味
で
深
刻
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
お
い
て
男
性
非
正
社
員
は
二

〇
％
か
ら
三
〇
％
に
増
加
し
、
そ
の
後
も
二
五
％
か
ら
三
〇
％
の
間
を
推
移
し

て
い
る
（
男
性
）。

ま
た
、
非
正
社
員
の
な
か
で
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
よ
り
も
派
遣
・
請
負

な
ど
家
計
自
立
型
非
正
社
員
の
増
加
が
著
し
い
こ
と
も
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
お

け
る
労
働
市
場
の
変
化
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

家
計
自
立
型
非
正
社
員
の
登
場
は
、
正
社
員
へ
の
代
替
圧
力
、
低
処
遇
圧
力
に

な
り
、
正
社
員
の
地
位
の
安
定
性
を
大
き
く
揺
る
が
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

�
賃
金
下
落
の
時
代

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
、
賃
金
が
上
昇
す
る
こ
と
は
も
は
や
な
く
な
っ
た

と
い
う
、
戦
後
労
働
社
会
で
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
現
象
が
生
ま
れ
た
。
第
二
章

で
年
間
賃
金
総
額
の
減
少
を
確
認
し
た
が
、
〇
一
年
か
ら
の
大
幅
下
落
は
景
気

回
復
期
に
も
克
服
さ
れ
ず
、
景
気
後
退
以
後
、
さ
ら
に
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

年
間
賃
金
総
額
の
減
少
が
、
と
く
に
三
〇
〜
四
四
歳
と
い
う
家
族
形
成
期
の

世
代
を
直
撃
し
て
い
る
こ
と
は
深
刻
で
あ
る
。
家
計
支
出
の
大
幅
な
圧
縮
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
家
計
支
出
の
圧
縮
は
、
当
然
な
が

ら
国
内
需
要
を
冷
え
込
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。

賃
金
の
下
落
は
、
給
与
所
得
者
の
給
与
別
構
成
比
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
す

で
に
み
た
よ
う
に
、
年
間
収
入
六
〇
〇
万
円
を
超
え
て
一
〇
〇
〇
万
円
以
下
と

い
う
年
収
階
層
が
、
二
六
％
か
ら
二
〇
％
に
縮
小
し
た
。
逆
に
、
四
〇
〇
万
円

以
下
の
収
入
階
層
が
四
四
％
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ

れ
ま
で
比
較
的
収
入
で
安
定
し
て
い
た
年
収
階
層
が
崩
れ
、
低
所
得
者
層
が
増

加
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
年
功
賃
金
の
も
と
で
中
堅
層
・
上
層
を
形
づ
く
っ
て

い
た
日
本
型
中
流
の
崩
壊
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
検
討
が
必
要
と

さ
れ
る
。

�
周
辺
的
正
社
員
の
長
時
間
労
働

第
三
章
で
、
週
労
働
時
間
に
お
け
る
長
時
間
労
働
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ

た
が
、
と
く
に
三
〇
歳
代
男
性
の
二
三
％
が
週
六
〇
時
間
以
上
働
い
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
厚
生
労
働
省
が
定
め
た
、
健
康
障
害
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る

と
す
る
時
間
外
労
働
時
間
は
月
八
〇
時
間
で
あ
る
。
こ
の
通
称
「
過
労
死
ラ
イ

ン
」
の
残
業
時
間
は
、
一
ヵ
月
の
労
働
日
を
二
〇
日
と
す
る
と
、
一
日
四
時
間

の
時
間
外
労
働
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
一
日
の
労
働
時
間
を
八
時
間
と
す
る

と
、
休
息
時
間
の
一
時
間
を
加
え
る
と
拘
束
時
間
は
一
三
時
間
に
な
る
。
こ
れ

は
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
週
休
二
日
の
場
合
の
週
六
〇
時
間
の
拘
束
時
間
と

符
合
す
る
。

男
性
正
社
員
の
三
〇
歳
代
の
二
三
％
が
、
過
労
死
ラ
イ
ン
の
も
と
で
働
い
て

い
る
。
い
つ
過
労
死
し
て
も
お
か
し
く
な
い
異
常
な
状
況
が
続
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
週
六
〇
時
間
働
い
て
い
る
者
の
約
三
割
は
年
収
三
〇
〇
万
円

未
満
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
雇
用
・
労
働
市
場
と
賃
金
、
労
働
時
間
の
三
つ
の
面
か
ら
、
二

〇
〇
〇
年
代
を
通
し
て
激
変
し
た
正
社
員
の
状
況
を
検
討
し
て
き
た
。
戦
後
労

働
社
会
の
歴
史
の
な
か
で
、
断
絶
と
も
い
え
る
状
況
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
日
本
の
働
く
者
の
生
活
と
労
働
を
支
え
て

き
た
日
本
型
雇
用
シ
ス
テ
ム
が
機
能
不
全
を
き
た
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
政
府
と
労
働
側
、
使
用
者
側
の
三
者
が
、
新
た
な
シ
ス
テ
ム
構
築
を
構

想
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
木
下

武
男
）
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